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給
与
所
得
や
年
金
所
得
が

あ
る
方
の
市
・
道
民
税
の
申
告

　

給
与
所
得
や
年
金
所
得
が
あ
る
方

は
、「
市
・
道
民
税
の
申
告
」を
す
る
こ

と
に
よ
り
、
市
・
道
民
税
が
減
額
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

申
告
を
済
ま
せ
て
い
な
い
方
で
、
所

得
控
除（
※
）を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る

方
は
、
市
役
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い（
税
務
署
で
確
定
申
告
を
済
ま
せ

た
方
や
給
与
所
得
の
み
で
年
末
調
整
が

済
ん
で
い
る
方
は
、
市
役
所
へ
の
申
告

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）。

　

ご
自
分
の
申
告
が
必
要
か
分
か
ら
な

い
場
合
や
手
続
き
方
法
が
分
か
ら
な
い

場
合
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※
所
得
控
除
＝
社
会
保
険
料
控
除
、
医

療
費
控
除
、
生
命
保
険
料
控
除
、
配
偶

者
控
除
、
扶
養
控
除
、
障
害
者
控
除
ほ

か受
付
場
所　

税
務
課

○
個
人
番
号
確
認
と
身
元
確
認
に
よ
る

本
人
確
認
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
運
転
免

許
証
＋
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
入
り
の
住
民
票

の
写
し
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
℡
28
―
８
０
１
９

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り
替
え

　

計
量
法
に
基
づ
く
有
効
期
限
が
満
了

に
な
る
水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り
替
え
を

行
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
各
事
業
所
、

家
庭
に
は
事
前
に
文
書
で
連
絡
し
ま
す
。

　

取
り
替
え
期
間
は
、
４
月
上
旬
か
ら

令
和
９
年
２
月
下
旬
ま
で
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

　

な
お
、
家
屋
の
改
造
や
取
り
壊
し
な

ど
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、
問
合
先
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
中
空
知
広
域
水
道
企
業
団　

工
務
課

℡
53
―
３
８
４
０

飼
い
犬
の
届
け
出

　

次
に
該
当
す
る
と
き
は
狂
犬
病
予
防

法
な
ど
に
よ
る
手
続
き
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

①
犬
の
登
録
申
請　

　

室
内
犬
を
含
む
生
後
91
日
以
上
の
犬

を
飼
育
し
た
場
合
、
生
涯
１
回
の
登
録

が
必
要
で
す
。
登
録
手
数
料
は
１
頭
当

た
り
３
、０
０
０
円
で
す
。
市
内
の
動

物
病
院
で
も
登
録
を
受
け
付
け
ま
す
。

鑑
札
と
注
射
済
票
は
必
ず
犬
に
着
け
て

く
だ
さ
い
。

②
犬
の
登
録
事
項
変
更
届

　

住
所
や
飼
い
主
が
変
更
に
な
っ
た
と

き③
犬
の
死
亡
届

　

登
録
し
た
犬
が
死
亡
し
た
と
き

④
犬
の
登
録
削
除
願

　

登
録
し
た
犬
が
行
方
不
明
に
な
っ
た

と
き

●
飼
い
主
の
マ
ナ
ー

　

犬
の
ふ
ん
尿
の
始
末
は
飼
い
主
の
責

任
で
す
。ふ
ん
は
必
ず
持
ち
帰
り
ま
し
ょ

う
。
自
宅
敷
地
の
決
ま
っ
た
場
所
で
排

せ
つ
す
る
よ
う
し
つ
け
る
こ
と
も
大
切

で
す
。
ふ
ん
尿
の
放
置
は
、
見
た
目
・

に
お
い
・
衛
生
面
で
問
題
と
な
り
、
土

地
の
所
有
者
や
地
域
住
民
に
多
大
な
迷

惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
放
し
飼
い
は
せ
ず
、
散
歩
時

も
リ
ー
ド
の
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

飼
い
犬
で
あ
っ
て
も
放
た
れ
て
い
る
犬

は
、
野
犬
と
み
な
し
捕
獲
す
る
ほ
か
、

滝
川
市
畜
犬
取
締
り
及
び
野
犬
掃
と
う

条
例
に
よ
り
、
野
犬
掃
と
う
を
行
う
場

合
が
あ
り
ま
す
。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
３

狂
犬
病
予
防
注
射
に
つ
い
て

　

狂
犬
病
の
予
防
注
射
に
つ
い
て
は
、

掛
か
り
つ
け
ま
た
は
お
近
く
の
動
物
病

院
で
個
別
接
種
を
お
願
い
し
ま
す
。
予

防
注
射
を
受
け
る
と
き
は
、
市
か
ら
送

付
さ
れ
る「
狂
犬
病
予
防
注
射
の
案
内
」

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
案
内
が
届
い
て

い
な
い
場
合
は
、
問
合
先
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

市
内
動
物
病
院　

○
あ
さ
ひ
町
動
物
病
院（
朝
日
町
東
３

丁
目
２
番
51
号
）	
℡
22
―
７
７
９
５

○
滝
川
ど
う
ぶ
つ
ク
リ
ニ
ッ
ク（
緑
町

７
丁
目
７
番
31
号
）	

℡
26
―
１
１
６
０

○
吉
岡
ど
う
ぶ
つ
病
院（
空
知
町
３
丁

目
２
番
18
号
）	

℡
22
―
３
７
３
７

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
３

た
き
か
わ
ク
リ
ー
ン
デ
イ（
春
）

　

町
内
会
・
事
業
所
・
学
校
な
ど
の
団

体
で
、
地
域
の
ご
み
を
拾
う
清
掃
活
動

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

実
施
期
間　

４
月
11
日
㈯
～
５
月
10
日

㈰参
加
方
法　

く
ら
し
支
援
課
ま
た
は
江

部
乙
支
所
窓
口
、ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

で
参
加
登
録
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
申

込
書
に
は
団
体
名
、
連
絡
先
、
参
加
予

定
人
数
の
記
入
が
必
要
で
す
。
ご
み
袋

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
袋
）は
必
要
に
応
じ
て

登
録
受
付
時
に
配
付
し
ま
す
。
集
め
た

ご
み
は
分
別
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
袋
に

入
れ
、
ご
み
の
種
類
に
応
じ
て
地
域
で

決
め
ら
れ
た
収
集
日（
ご
家
庭
の
収
集

日
・
収
集
場
所
）に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
道
路
の
落
ち
葉
に
つ
い
て
は
土
木
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
３
、

江
部
乙
支
所
℡
75
―
２
１
３
１
、
ま
ち

づ
く
り
セ
ン
タ
ー
℡
74
―
６
２
１
０
、

土
木
課
℡
28
―
８
０
３
７

排
水
設
備
の
工
事
は
指
定
店
で

　

排
水
設
備（
水
洗
化
）工
事
は
、
市
が

指
定
し
た
工
事
店
で
な
け
れ
ば
施
工
で

き
ま
せ
ん
。
工
事
を
依
頼
す
る
と
き
は
、

作
業
内
容
や
費
用
に
つ
い
て
各
工
事
店

に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
滝
川
市
排
水
設
備
指
定
工
事
店
は
問

合
先
窓
口
ま
た
は
、
市
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
ペ
ー

ジ
Ｉ
Ｄ
：
２
７
０
７
）で

確
認
で
き
ま
す
。

問
土
木
課
℡
28
―
８
０
３
５

法
務
局
で
遺
言
書
を
保
管
し
ま
す

　

法
務
局
で
は
、
自
筆
証
書
遺
言
で
作

成
さ
れ
た
遺
言
書
を
保
管
す
る「
自
筆

証
書
遺
言
書
保
管
制
度
」を
取
り
扱
っ

て
い
ま
す
。

　

手
軽
で
自
由
度
が
高
い
と
い
う
自
筆

証
書
遺
言
の
メ
リ
ッ
ト
は
そ
の
ま
ま
で
、

遺
言
書
の
紛
失
や
改
ざ
ん
、
遺
言
書
が

相
続
人
に
発
見
さ
れ
な
い
な
ど
の
自
筆

証
書
遺
言
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
解
消
す
る

制
度
で
す
。

　

法
務
局
で
自
筆
証
書
遺
言
書
を
保
管

し
た
後
は
、
遺
言
者
は
遺
言
書
の
閲
覧

や
保
管
の
申
請
の
撤
回
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
ほ
か
、
亡
く
な
ら
れ
た
後
に
通

知
し
た
い
方
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

※
保
管
の
手
続
は
、
事
前
予
約
制
、
申

請
手
数
料
３
、９
０
０
円
。
代
理
人
に

よ
る
申
請
や
郵
送
に
よ
る
申
請
は
で
き

ま
せ
ん
。

　

詳
細
は
、
法
務
省
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
札
幌
法
務
局
滝
川
支
局
℡
23
―
２
３

３
０国

民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て

　

令
和
８
年
度
の
１
か
月
定
額
保
険
料

は
、
１
７
、９
２
０
円
に
な
り
ま
し
た
。

前
納
す
る
と
保
険
料
が
割
り
引
き
に
な

り
ま
す
。

［
現
金
納
付
］［
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納

付
］

○
６
か
月
前
納	

８
７
０
円
割
引

○
１
年
前
納	

３
、８
２
０
円
割
引

○
２
年
前
納	

１
６
、０
１
０
円
割
引

［
口
座
振
替
］

○
早
割（
当
月
分
を
月
末
に
振
替
）

	

６
０
円
割
引

○
６
か
月
前
納	

１
、２
２
０
円
割
引

○
１
年
前
納	

４
、５
１
０
円
割
引

○
２
年
前
納	

１
７
、３
７
０
円
割
引

※
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
、
口
座
振

替
に
つ
い
て
は
、
い
つ
で
も
申
し
込
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
金
納
付
の
２
年

前
納
に
つ
い
て
は
、
４
月
中
で
あ
れ
ば

砂
川
年
金
事
務
所
で
申
し
込
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
年
金
事
務
所
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
学
生
納
付
特
例
の
申
請

　

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
20
歳
以
上

の
学
生
の
方
は
、「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

令
和
８
年
度
分（
４
月
～
令
和
９
年
３

月
分
）の
申
請
は
４
月
か
ら
受
け
付
け

ま
す
の
で
、
学
生
証（
写
し
）ま
た
は
在

学
証
明
書
を
持
参
の
う
え
、
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
医
療
課
℡
28
―
８
０
１
６
、
砂

川
年
金
事
務
所
℡
52
―
３
８
９
０

児
童
扶
養
手
当
額
の改

定
に
つ
い
て

　

４
月
か
ら
次
の
と
お
り
手
当
額
が
改

定
さ
れ
ま
す
。

児童扶養手当
３月まで ４月から

本体額

全部
支給 46,690円 48,050円

一部
支給

46,680円

～

11,010円

48,040円

～

11,340円

第２子
以降
加算額

全部
支給 11,030円 11,350円

一部
支給

11,020円

～

5,520円

11,340円

～

5,680円

➡
問
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
℡
28
―
８
０

２
５特

別
児
童
扶
養
手
当
お
よ
び

　
特
別
障
害
者
手
当
等
の

手
当
額
の
改
定

　

４
月
か
ら
次
の
と
お
り
手
当
額
が
改

定
さ
れ
ま
す
。

特別児童扶養手当および特別障害者手当等

３月まで ４月から

特別児童扶養手
当（１級） 56,800円 58,450円

特別児童扶養手
当（２級） 37,830円 38,930円

特別障害者手当 29,590円 30,450円

障害児福祉手当 16,100円 16,560円

経過的福祉手当 16,100円 16,560円

➡

問
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
２

献
血
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

日
時
・
場
所　

５
月
２
日
㈯
、
３
日
㈰
、

４
日
㈪　

各
日
９
時
30
分
～
12
時
、
13

時
30
分
～
16
時
＝
イ
オ
ン
滝
川
店（
東

町
）

問
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
４

障
が
い
者
生
涯
学
習

支
援
事
業
の
お
知
ら
せ

　

滝
川
生
涯
学
習
振
興
会（
リ
ブ
ラ
ー

ン
た
き
か
わ
）が
開
講
す
る
各
種
講
座

を
受
講
す
る
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
を

支
援
し
ま
す
。

内
容　

リ
ブ
ラ
ー
ン
た
き
か
わ
の
年
会

費
を
市
が
助
成
し
ま
す（
実
費
に
つ
い

て
は
自
己
負
担
）。

※
年
会
費
分
を
直
接
、
個
人
に
助
成
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象　

障
害
者
手
帳（
身
体
・
知
的
・

精
神
）を
お
持
ち
の
方

申
込　

三
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー（
℡
24

―
０
５
０
０
）ま
た
は
問
合
先
窓
口
に

備
え
付
け
の
申
請
書
に
記
載
の
う
え
、

申
し
込
み
。

問
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
２

料
理
づ
く
り
の
つ
ど
い

●
筋
力
ア
ッ
プ
!!
ス
タ
ミ
ナ
ご
は
ん

日
時　

４
月
28
日
㈫　

10
時
～
12
時
30

分場
所　

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

内
容　

テ
ー
マ
に
合
わ
せ
た
料
理
を
作

り
ま
す
。

対
象　

65
歳
以
上
の
方

定
員　

９
人

参
加
料　

５
０
０
円

持
ち
物　

エ
プ
ロ
ン
、三
角
巾
、飲
み
物

申
込　

４
月
24
日
㈮
ま
で
に
保
健
セ
ン

タ
ー
窓
口
ま
た
は
電
話
で
申
し
込
み
。

問
健
康
づ
く
り
課
℡
24
―
５
２
５
６

赤
ち
ゃ
ん
教
室

す
く
す
く
ら
ん
ど

日
時　

①
４
月
20
日
㈪　

②
５
月
22
日

㈮　

各
日
13
時
30
分
～
15
時（
身
体
計

測
は
13
時
～
13
時
15
分
の
間
に
お
越
し

く
だ
さ
い
）

場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

内
容　

①
赤
ち
ゃ
ん
の
ホ
ー
ム
ケ
ア
、

交
流　

②
発
達
と
生
活
リ
ズ
ム
、
事
故

防
止
、
わ
ら
べ
歌
遊
び

対
象　

令
和
８
年
１
～
２
月
生
ま
れ
の

赤
ち
ゃ
ん
と
そ
の
保
護
者

持
ち
物　

母
子
手
帳
、
バ
ス
タ
オ
ル
、

赤
ち
ゃ
ん
の
身
の
回
り
の
物（
お
む
つ

や
ミ
ル
ク
な
ど
）、
飲
み
物

申
込　

各
開
催
日
３
日
前（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）ま
で
に
保
健
セ
ン
タ
ー

窓
口
ま
た
は
電
話
で
申
し
込
み
。

問
健
康
づ
く
り
課
℡
24
―
５
２
５
６

歯
周
病
歯
科
検
診

日
時　

４
月
23
日
㈭　

13
時
～
14
時

場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

内
容　

歯
科
医
師
に
よ
る
歯
科
検
診
、

歯
科
相
談
、
歯
周
ポ
ケ
ッ
ト
測
定
、
歯

科
衛
生
士
に
よ
る
歯
磨
き
指
導
、
唾
液

検
査
、
75
歳
以
上
の
方
に
は
舌
や
飲
み

込
み
な
ど
の
機
能
検
査

※
歯
磨
き
指
導
に
使
用
す
る
歯
ブ
ラ
シ
、

フ
ロ
ス
、
歯
間
ブ
ラ
シ
等
は
差
し
上
げ

ま
す
。

対
象　

成
人
の
方（
特
に
20
歳
、
30
歳
、

40
歳
、
50
歳
、
60
歳
、
70
歳
の
節
目
年

齢
の
方
）

参
加
料　

５
２
０
円（
歯
ブ
ラ
シ
代
を

含
む
）

申
込　

４
月
21
日
㈫
ま
で
に
保
健
セ
ン

タ
ー
窓
口
ま
た
は
電
話
で
申
し
込
み
。

問
健
康
づ
く
り
課
℡
24
―
５
２
５
６

ヘ
ル
シ
ー
エ
ク
サ
サ
イ
ズ

日
時　

４
月
７
日
㈫
～
令
和
９
年
３
月

30
日
㈫
ま
で
の
毎
週
火
曜
日（
５
月
５

日
、
８
月
11
日
、
９
月
８
日
、
９
月
22

日
、
10
月
27
日
、
11
月
３
日
、
12
月
29

日
、
令
和
９
年
２
月
23
日
を
除
く
）　

各
日
13
時
30
分
～
14
時
15
分

場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

内
容　

自
宅
で
も
で
き
る
椅
子
を
使
っ

た
ス
ト
レ
ッ
チ
と
筋
力
運
動
を
行
い
ま

す
。

参
加
料　

無
料

持
ち
物　

動
き
や
す
い
服
装
、
靴
、
飲

み
物
、
タ
オ
ル

※
申
込
不
要
。
は
じ
め
て
参
加
さ
れ
る

方
は
事
前
に
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
健
康
づ
く
り
課
℡
24
―
５
２
５
６

春
の
火
災
予
防
運
動　
『
急
ぐ
日
も
　
足
止
め
火
を
止
め
　
準
備
よ
し
』　
４
月
20
日
㈪
～
30
日
㈭

その他 講・催 募　集福　祉福　祉健　康健　康 スポーツ生　活 その他 健　康 講・催 募　集生　活生　活 スポーツ福　祉福　祉


